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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本保安用品協会（JSAA）及

び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本産業規格である。

これによって，JIS M 7626:1994 及び JIS M 7653:1996 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 T 8206：2020 
 

可燃性ガス検知器 

Flammable gas detectors 

 
序文 

この規格は，2016 年に第 2 版として発行された IEC 60079-29-1 を基とし，国内の実情に照らして，鉱山

用に関連する内容を削除，及びその他技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，空気中に存在する可燃性のガス又は蒸気の濃度を検知及び測定するために用いる携帯形機

器，可搬形機器及び定置形機器の構造，試験及び性能の一般要件並びに性能の試験方法について規定する。 

この規格は，爆発の危険性を示すこと，場合によっては，自動又は手動で保護装置を始動することを目

的とした，連続作動して可燃性ガス濃度の指示，警報又はその他の出力機能をもつ可燃性ガス検知器に適

用する。 

この規格は，業務用，産業用及び非住居用の安全用途で使用する機器，並びに拡散式機器及び内部にサ

ンプリングシステムが組み込まれた吸引式機器に適用する。 

この規格は，次の機器には適用しない。 

－ 外部のサンプリングシステム 

－ 坑気の影響を受けやすい鉱山での使用を意図する機器 

－ 研究用又は科学用の機器 

－ プロセス監視及び／又は制御目的だけに用いる機器 

－ オープンパス（見通しライン）検知器（ただし，光路長が非常に短く，光路全体にわたって濃度が均

一であるとみなして使用する機器は，この規格の適用範囲である。） 

複合ガスの存在を検知するために用いる機器については，可燃性のガス又は蒸気の検知だけにこの規格

を適用する。 

注記 1 この規格は，一般的な用途に適した機器に対して適切な安全及び性能のレベルを記載してい

る。 

注記 2 特定のガス又は蒸気で校正された全ての機器が，その他のガス又は蒸気に対して必ずしも正

しい指示値を示すとは限らない。 

注記 3 測定範囲の上限が 20 % LEL を超え 100 % LEL 以下の機器，又は測定範囲の上限が 20 % LEL

以下の機器では，測定の単位として% LEL 以外に体積分率の表示としての%又は ppm を使用

することがある。1 ppm は，10－6体積分率を示す。この場合，附属書 A の性能要件を検証す

る際に，製造業者と試験機関との間で合意の上，測定の単位を選択することがある。 


